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新旧対照表 

○ 中央区市街地開発事業指導要綱（昭和６０年５月１１日６０中建再発第１８号） 

新 旧 

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区（以下「区」とい

う。）の区域内における開発事業を対象とし

て、必要な指導・協力要請を行うことにより、

中央区基本構想・基本計画に掲げる活力ある

地域社会の健全な発展及び生活環境の向上並

びに快適な都心居住の促進に資するまちづく

りの推進を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 一 開発事業 都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第４条第１２項に定める開発行為

（以下「開発行為」という。）並びに建築

基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６

条第１項及び第６条の２第１項（同法第８７

条第１項の規定において準用する場合を含

む。）の規定に基づく申請に係る建築、大規

模の修繕、大規模の模様替及び用途の変更

（以下「建築等」という。）をいう。 

 二 大規模開発事業 事業区域が３，０００

平方メートル以上の開発事業をいう。 

 三 工作物 建築基準法第８８条の規定にお

いて準用する同法第６条第１項及び第６条

の２第１項の規定に基づく申請に係る工作

物をいう。 

 四 開発事業者 開発行為にあっては開発行

為をしようとする者、建築等にあっては建

築主又は建築主になろうとする者、工作物

の設置にあっては工作物を設置しようとす

る者であって、この要綱の適用を受けるも

のをいう。 

 五 大規模権利者 賃貸の用途に供する床面

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区（以下「区」とい

う。）の区域内における開発事業を対象とし

て、必要な指導・協力要請を行うことにより、

中央区基本構想・基本計画に掲げる活力ある

地域社会の健全な発展及び生活環境の向上並

びに快適な都心居住の促進に資するまちづく

りの推進を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 一 開発事業 都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第４条第１２項に定める開発行為

（以下「開発行為」という。）並びに建築

基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６

条第１項及び第６条の２第１項（同法第８７

条第１項の規定において準用する場合を含

む。）の規定に基づく申請に係る建築、大規

模の修繕、大規模の模様替及び用途の変更

（以下「建築等」という。）をいう。 

 二 大規模開発事業 事業区域が３，０００

平方メートル以上の開発事業をいう。 

 三 工作物 建築基準法第８８条の規定にお

いて準用する同法第６条第１項及び第６条

の２第１項の規定に基づく申請に係る工作

物をいう。 

 四 開発事業者 開発行為にあっては開発行

為をしようとする者、建築等にあっては建

築主又は建築主になろうとする者、工作物

の設置にあっては工作物を設置しようとす

る者であって、この要綱の適用を受けるも

のをいう。 

 五 大規模権利者 賃貸の用途に供する床面
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積の合計が３，０００平方メートル以上の

建物を所有する者をいう。 

 六 事業区域 開発行為にあっては都市計画

法第４条第１３項に定める開発区域、建築

等にあっては建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号）第１条第１号に規定す

る敷地をいう。 

 七 開発建築物 開発事業により事業区域に

建築等をされる建築物をいう。 

 八 世帯用住宅 中央区地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関する条例（平成５

年７月中央区条例第１８号。以下「制限条

例」という。）に規定する定住型住宅に該

当する規模の住宅をいう。 

 九 地区計画 都市計画法第１２条の４第１

項第１号に規定する地区計画をいう。 

 十 高度利用地区 都市計画法第８条第１項

第３号に規定する高度利用地区をいう。 

 十一 デザイン協議会 活動の対象とする区

域（地区計画等によるまちづくりの方針と

同一にする地区をいう。以下「対象区域」

という。）内において景観等に配慮したま

ちづくりを推進することを目的に、継続的

に検討を行う団体として、区長が指定した

ものをいう。 

 十二 防災備蓄倉庫 発災に備えて、備蓄品

を収納した空間をいう。 

 十三 地域防災備蓄倉庫 発災に備えて、地

域住民又は帰宅困難者のための備蓄品等を

収納した空間をいう。 

 十四 ホテル等 ホテル又は旅館の用途に供す

る建築物をいう。 

 十五 ホテル関連施設 ホテル等のレストラ

ン、ラウンジ、会議室、ホール等の施設をい

う。 

 十六 より公共性の高いホテル関連施設 ホテ

ル関連施設のうちラウンジ、会議室、ホール

積の合計が３，０００平方メートル以上の

建物を所有する者をいう。 

 六 事業区域 開発行為にあっては都市計画

法第４条第１３項に定める開発区域、建築

等にあっては建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号）第１条第１号に規定す

る敷地をいう。 

 七 開発建築物 開発事業により事業区域に

建築等をされる建築物をいう。 

 八 世帯用住宅 中央区地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関する条例（平成５

年７月中央区条例第１８号。以下「制限条

例」という。）に規定する定住型住宅に該

当する規模の住宅をいう。 

 九 地区計画 都市計画法第１２条の４第１

項第１号に規定する地区計画をいう。 

 十 高度利用地区 都市計画法第８条第１項

第３号に規定する高度利用地区をいう。 

 十一 デザイン協議会 活動の対象とする区

域（地区計画等によるまちづくりの方針と

同一にする地区をいう。以下「対象区域」

という。）内において景観等に配慮したま

ちづくりを推進することを目的に、継続的

に検討を行う団体として、区長が指定した

ものをいう。 

 十二 防災備蓄倉庫 発災に備えて、備蓄品

を収納した空間をいう。 

 十三 地域防災備蓄倉庫 発災に備えて、地

域住民又は帰宅困難者のための備蓄品等を

収納した空間をいう。 

 十四 ホテル等 ホテル又は旅館の用途に供す

る建築物をいう。 

 十五 ホテル関連施設 ホテル等のレストラ

ン、ラウンジ、会議室、ホール等の施設をい

う。 

 十六 より公共性の高いホテル関連施設 ホテ

ル関連施設のうちラウンジ、会議室、ホール
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等の施設で日常一般に開放されるものをい

う。 

 十七 管理組合 建築物の管理を行う建物の区

分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６

９号）第３条若しくは第６５条に規定する団

体又は同法第４７条第１項（同法第６６条に

おいて準用する場合を含む。）に規定する法

人をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、事業区域の面積が１００

平方メートル以上の開発事業に適用する。た

だし、当該開発事業が次の各号のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。 

 一 仮設等による短期的利用を目的とした建

築等に係る開発事業、軽微な増築等に係る

開発事業又は区長が別に定める開発事業 

 二 国又は公共団体（公社及び独立行政法人

都市再生機構（以下「都市機構」という。）

を除く。）が行う開発事業 

 三 前２号に掲げるもののほか、区長がこの

要綱の目的に照らして支障がないと認める

開発事業 

２ 前項の規定にかかわらず、区長はデザイン

協議会の対象区域にあっては、工作物を設置

する事業についても、この要綱を適用するこ

とができる。 

（開発事業者の責務） 

第４条 開発事業者は、この要綱の目的達成の

ため区長の指導及び要請に協力するととも

に、地域の土地利用及び周辺環境等を踏まえ、

良好な市街地環境の形成と地域社会の維持及

び発展に努めるものとする。 

（協議及び合意事項の承継） 

第５条 開発事業者は、開発事業又は工作物の

設置（以下「開発事業等」という。）に必要

な法定手続（開発行為許可、東京都及び中央

区総合設計許可、建築確認、道路占用許可等

等の施設で日常一般に開放されるものをい

う。 

 十七 管理組合 建築物の管理を行う建物の区

分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６

９号）第３条若しくは第６５条に規定する団

体又は同法第４７条第１項（同法第６６条に

おいて準用する場合を含む。）に規定する法

人をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、事業区域の面積が１００

平方メートル以上の開発事業に適用する。た

だし、当該開発事業が次の各号のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。 

 一 仮設等による短期的利用を目的とした建

築等に係る開発事業、軽微な増築等に係る

開発事業又は区長が別に定める開発事業 

 二 国又は公共団体（公社及び独立行政法人

都市再生機構（以下「都市機構」という。）

を除く。）が行う開発事業 

 三 前２号に掲げるもののほか、区長がこの

要綱の目的に照らして支障がないと認める

開発事業 

２ 前項の規定にかかわらず、区長はデザイン

協議会の対象区域にあっては、工作物を設置

する事業についても、この要綱を適用するこ

とができる。 

（開発事業者の責務） 

第４条 開発事業者は、この要綱の目的達成の

ため区長の指導及び要請に協力するととも

に、地域の土地利用及び周辺環境等を踏まえ、

良好な市街地環境の形成と地域社会の維持及

び発展に努めるものとする。 

（協議及び合意事項の承継） 

第５条 開発事業者は、開発事業又は工作物の

設置（以下「開発事業等」という。）に必要

な法定手続（開発行為許可、東京都及び中央

区総合設計許可、建築確認、道路占用許可等



- 4 - 

 

をいう。以下「法定手続」という。）にあっ

ては申請前に区長とこの要綱に定める事項に

ついて協議を行い合意することとし、都市計

画の決定又は変更を要するものにあっては都

市計画案作成手続の開始前にこの要綱に定め

る事項について区長と協議を行い法定手続の

申請前に合意するものとする。ただし、以下

に該当する開発事業（デザイン協議会の対象

区域を除く。）は、合意することを要しない。 

 一 大規模の修繕、大規模の模様替えを行う

場合 

 二 用途の変更を行う場合（共同住宅及びホ

テル、その他区長が協議を必要と認める用

途への変更を行う場合を除く。） 

２ 開発事業者は、前項の協議を行うときは、

別記第１号様式による事前申出書（以下「事

前申出書」という。）により申出を行うもの

とする。ただし、大規模の修繕、大規模の模

様替え、用途の変更、工作物の設置その他区

長が不要と認める場合はこの限りでない。 

３ 区長は、前項の申出がなされていない開発

事業について、開発事業者に対し、当該申出

を行い協議を開始するよう求めることができ

る。 

４ 区長及び開発事業者は、第１項の協議が調い

次第、合意事項について別記第２号様式による

合意書（以下「合意書」という。）を作成し、

各１通ずつを保有する。 

５ 区長は、合意書を作成しようとするときは、

第１２条の規定による報告の内容を勘案して行

うこととする。 

６ 開発事業者は、前２項の規定により作成し

た合意書に係る開発事業等の内容等に変更が

あるときは、前各項の規定により新たに協議

を行い、合意書を作成するものとする。ただ

し、都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）

第１１条第１項その他の法令の規定により法

をいう。以下「法定手続」という。）にあっ

ては申請前に区長とこの要綱に定める事項に

ついて協議を行い合意することとし、都市計

画の決定又は変更を要するものにあっては都

市計画案作成手続の開始前にこの要綱に定め

る事項について区長と協議を行い法定手続の

申請前に合意するものとする。ただし、以下

に該当する開発事業（デザイン協議会の対象

区域を除く。）は、合意することを要しない。 

 一 大規模の修繕、大規模の模様替えを行う

場合 

 二 用途の変更を行う場合（共同住宅及びホ

テル、その他区長が協議を必要と認める用

途への変更を行う場合を除く。） 

２ 開発事業者は、前項の協議を行うときは、

別記第１号様式による事前申出書（以下「事

前申出書」という。）により申出を行うもの

とする。ただし、大規模の修繕、大規模の模

様替え、用途の変更、工作物の設置その他区

長が不要と認める場合はこの限りでない。 

３ 区長は、前項の申出がなされていない開発

事業について、開発事業者に対し、当該申出

を行い協議を開始するよう求めることができ

る。 

４ 区長及び開発事業者は、第１項の協議が調い

次第、合意事項について別記第２号様式による

合意書（以下「合意書」という。）を作成し、

各１通ずつを保有する。 

５ 区長は、合意書を作成しようとするときは、

第１２条の規定による報告の内容を勘案して行

うこととする。 

６ 開発事業者は、前２項の規定により作成し

た合意書に係る開発事業等の内容等に変更が

あるときは、前各項の規定により新たに協議

を行い、合意書を作成するものとする。ただ

し、都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）

第１１条第１項その他の法令の規定により法
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人格を取得した等軽微な変更については、こ

の限りでない。 

７ 区長は、前項ただし書の軽微な変更その他

必要があると認めるときは、開発事業者に当

該開発事業について報告を求めることができ

るものとし、開発事業者は区長の求めに応じ

て別記第３号様式による報告書（以下「報告

書」という。）を提出するものとする。 

８ 開発事業者は、法定手続を行うに際し、第

４項又は第６項の規定により作成した合意書

の写しを添付するものとする。 

９ 開発事業者は、第４項又は第６項の規定に

より作成した合意書に記載された合意事項を

誠実に履行するものとし、開発建築物の工事

完了後速やかに報告書           

                     

              を区長に提出

する          ものとする。 

 

 

１０ 開発事業者は、第４項又は第６項の規定

による合意書の作成後に当該合意書に係る開

発建築物の所有権を第三者に譲渡する場合

（原則として、当該開発建築物の全ての所有

権を譲渡する場合をいう。）は、当該第三者

又は当該第三者からなる管理組合に対して、

当該開発建築物の合意書の合意事項を承継さ

せるものとする。 

１１ 前項の規定は、同項の規定により合意書

の合意事項を承継した者が当該開発建築物の

所有権を譲渡する場合について準用する。 

１２ 前２項の規定により合意事項を承継した

者は、速やかに報告書により区長に報告する

ものとする。ただし、開発事業者が当該開発

事業者が構成員である管理組合に承継させる

場合及び合意事項を承継した者が自らが構成

員である管理組合に承継させる場合は、報告

人格を取得した等軽微な変更については、こ

の限りでない。 

７ 区長は、前項ただし書の軽微な変更その他

必要があると認めるときは、開発事業者に当

該開発事業について報告を求めることができ

るものとし、開発事業者は区長の求めに応じ

て別記第３号様式による報告書（以下「報告

書」という。）を提出するものとする。 

８ 開発事業者は、法定手続を行うに際し、第

４項又は第６項の規定により作成した合意書

の写しを添付するものとする。 

９ 開発事業者は、第４項又は第６項の規定に

より作成した合意書に記載された合意事項を

誠実に履行するものとし、開発建築物の工事

完了後速やかに建築基準法第７条第５項及び

第７条の２第５項に規定する検査済証（以下

「検査済証」という。）の写しを区長に提出

し履行事実の確認を受けるものとする。ただ

し、検査済証が交付されない開発事業にあっ

ては、この限りでない。 

１０ 開発事業者は、第４項又は第６項の規定

による合意書の作成後に当該合意書に係る開

発建築物の所有権を第三者に譲渡する場合

（原則として、当該開発建築物の全ての所有

権を譲渡する場合をいう。）は、当該第三者

又は当該第三者からなる管理組合に対して、

当該開発建築物の合意書の合意事項を承継さ

せるものとする。 

１１ 前項の規定は、同項の規定により合意書

の合意事項を承継した者が当該開発建築物の

所有権を譲渡する場合について準用する。 

１２ 前２項の規定により合意事項を承継した

者は、速やかに報告書により区長に報告する

ものとする。ただし、開発事業者が当該開発

事業者が構成員である管理組合に承継させる

場合及び合意事項を承継した者が自らが構成

員である管理組合に承継させる場合は、報告
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を要しない。 

（住民との紛争防止等） 

第６条 開発事業者は、当該開発事業のための

用地取得（敷地の規模を問わず、借地権・借

家権の取得を含む。以下同じ。）の際には当該

事業区域の住民（以下「区域住民」という。）

と、開発事業等の実施の際には区域住民及び

近隣住民（以下「区域住民等」という。）と、

自ら又は他の者をして、紛争を生じさせては

ならない。 

２ 開発事業者は、区域住民との紛争を防止す

るため、区域住民を対象とした開発事業等の

内容についての説明会の開催その他必要な措

置を講ずるとともに、区長からその概要の提

出を求められたときは、別記第４号様式によ

る区域住民説明会等計画概要書（以下「計画

概要書」という。）を区長に提出するものと

する。ただし、都市計画事業（都市計画法第

４条第１５項に規定する都市計画事業をい

う。）については、計画概要書の提出を要し

ない。 

３ 開発事業者は、良好な近隣関係を保持する

とともに、近隣住民との紛争を防止するため、

中央区中高層建築物の建築計画の事前公開等

に関する指導要綱（昭和５４年３月１６日５

４中建建発第１７号）に基づき、説明会を開

催し、その内容を速やかに区長に報告するも

のとする。 

４ 区長は、第２項の規定により提出された計

画概要書を区域住民の要求に応じて、公開す

るものとする。 

５ 区長は、区域住民等から開発事業等に係る

相談があったときは、必要な措置をとるもの

とする。 

（カプセルオフィス等集合建築物の計画に当

たっての説明会等） 

第７条 開発事業者は、カプセルオフィス、カ

を要しない。 

（住民との紛争防止等） 

第６条 開発事業者は、当該開発事業のための

用地取得（敷地の規模を問わず、借地権・借

家権の取得を含む。以下同じ。）の際には当該

事業区域の住民（以下「区域住民」という。）

と、開発事業等の実施の際には区域住民及び

近隣住民（以下「区域住民等」という。）と、

自ら又は他の者をして、紛争を生じさせては

ならない。 

２ 開発事業者は、区域住民との紛争を防止す

るため、区域住民を対象とした開発事業等の

内容についての説明会の開催その他必要な措

置を講ずるとともに、区長からその概要の提

出を求められたときは、別記第４号様式によ

る区域住民説明会等計画概要書（以下「計画

概要書」という。）を区長に提出するものと

する。ただし、都市計画事業（都市計画法第

４条第１５項に規定する都市計画事業をい

う。）については、計画概要書の提出を要し

ない。 

３ 開発事業者は、良好な近隣関係を保持する

とともに、近隣住民との紛争を防止するため、

中央区中高層建築物の建築計画の事前公開等

に関する指導要綱（昭和５４年３月１６日５

４中建建発第１７号）に基づき、説明会を開

催し、その内容を速やかに区長に報告するも

のとする。 

４ 区長は、第２項の規定により提出された計

画概要書を区域住民の要求に応じて、公開す

るものとする。 

５ 区長は、区域住民等から開発事業等に係る

相談があったときは、必要な措置をとるもの

とする。 

（カプセルオフィス等集合建築物の計画に当

たっての説明会等） 

第７条 開発事業者は、カプセルオフィス、カ
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ラオケボックス、ビデオルーム等小規模な居

室が集合する開発建築物（以下「カプセルオ

フィス等集合建築物」という。）の建築計画

に当たり、その内容について説明会等の方法

により、近隣住民に説明するものとする。 

２ 区長は、近隣住民からカプセルオフィス等

集合建築物の建築計画に係る相談があったと

きは、話し合いのあっせん等必要な措置をと

るものとする。 

３ 区長は、カプセルオフィス等集合建築物又

は当該事業区域内に、自動車の駐車のための

施設を附置するよう求めることができる。 

（紛争の解決） 

第８条 開発事業者は、用地取得の際その他開

発事業等を実施する際に区域住民等との間に

紛争が生じたときは、別記第５号様式による

区域住民等説明会報告書により直ちに区長に

報告をしなければならない。 

２ 区長は、開発事業者に対して、前項の紛争

を解決するための必要な指示を与えることが

できるものとし、開発事業者は、区長の指示

を受けて自らの責任において、当該紛争の解

決に努めるものとする。 

（住民意向の尊重） 

第９条 開発事業者は、開発建築物に住居、事

務所等の確保を希望する区域住民の意向を尊

重するよう努めるものとする。 

（公衆施設の協議） 

第１０条 開発事業者は、事業区域内に公衆浴

場等の地域生活に不可欠な公衆施設があると

きは、当該施設の取扱いについて、区長と協

議しなければならない。 

（デザイン協議会の指定） 

第１１条 区長はデザイン協議会としての指定を

受けようとする者からの申請を受けたときは、

別に定める基準に基づき当該申請の内容を審査

の上、指定の可否を決定するものとする。 

ラオケボックス、ビデオルーム等小規模な居

室が集合する開発建築物（以下「カプセルオ

フィス等集合建築物」という。）の建築計画

に当たり、その内容について説明会等の方法

により、近隣住民に説明するものとする。 

２ 区長は、近隣住民からカプセルオフィス等

集合建築物の建築計画に係る相談があったと

きは、話し合いのあっせん等必要な措置をと

るものとする。 

３ 区長は、カプセルオフィス等集合建築物又

は当該事業区域内に、自動車の駐車のための

施設を附置するよう求めることができる。 

（紛争の解決） 

第８条 開発事業者は、用地取得の際その他開

発事業等を実施する際に区域住民等との間に

紛争が生じたときは、別記第５号様式による

区域住民等説明会報告書により直ちに区長に

報告をしなければならない。 

２ 区長は、開発事業者に対して、前項の紛争

を解決するための必要な指示を与えることが

できるものとし、開発事業者は、区長の指示

を受けて自らの責任において、当該紛争の解

決に努めるものとする。 

（住民意向の尊重） 

第９条 開発事業者は、開発建築物に住居、事

務所等の確保を希望する区域住民の意向を尊

重するよう努めるものとする。 

（公衆施設の協議） 

第１０条 開発事業者は、事業区域内に公衆浴

場等の地域生活に不可欠な公衆施設があると

きは、当該施設の取扱いについて、区長と協

議しなければならない。 

（デザイン協議会の指定） 

第１１条 区長はデザイン協議会としての指定を

受けようとする者からの申請を受けたときは、

別に定める基準に基づき当該申請の内容を審査

の上、指定の可否を決定するものとする。 
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（デザイン協議会との協議） 

第１２条 開発事業者は、デザイン協議会の対象

区域において開発事業等を行う場合は、デザイ

ン協議会が有するデザインルール等を踏まえ、

デザイン協議会と協議を行い、当該協議内容を

記載した報告書を事前申出書及び合意書に添付

し、区長に報告するものとする。ただし、都市

計画の決定又は変更を要するものにあって

は、事前申出書に添付することを要しない。 

（関係部署との協議） 

第１３条 開発事業者は、第５条第４項又は第

６項の規定による合意書の作成前に次に掲げ

る要綱の規定に基づき、当該要綱の所管部署

等と協議を行い、当該協議の状況を事前申出

書及び合意書に記載し、合意の旨を区長に報

告するものとする。ただし、都市計画の決定

又は変更を要するものにあっては、事前申出

書への記載を要しない。 

 一 中央区花と緑のまちづくり推進要綱（平

成１４年１月４日１３中土公第７８号） 

 二 中央区集合住宅における資源保管場所等

の設置指導要綱（平成１０年３月３１日９

中環環第３７４号） 

 三 中央区有料老人ホーム等設置指導要綱

（平成１５年５月２０日１５中福介第１０

３号） 

 四 中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要

綱（平成１５年９月４日１５中都都第１６

１号） 

 五 中央区東京駅前地区附置義務駐車施設整

備要綱（平成３０年７月２日３０中都地第

３０２号） 

２ 開発事業者は、第５条第４項又は第６項の

規定による合意書の作成前に次に掲げる条例

又は要綱の規定に基づき、当該条例又は要綱

の所管部署と協議を開始するものとする。 

 一 中央区旅館業法施行条例（平成２４年３

（デザイン協議会との協議） 

第１２条 開発事業者は、デザイン協議会の対象

区域において開発事業等を行う場合は、デザイ

ン協議会が有するデザインルール等を踏まえ、

デザイン協議会と協議を行い、当該協議内容を

記載した報告書を事前申出書及び合意書に添付

し、区長に報告するものとする。ただし、都市

計画の決定又は変更を要するものにあって

は、事前申出書に添付することを要しない。 

（関係部署との協議） 

第１３条 開発事業者は、第５条第４項又は第

６項の規定による合意書の作成前に次に掲げ

る要綱の規定に基づき、当該要綱の所管部署

等と協議を行い、当該協議の状況を事前申出

書及び合意書に記載し、合意の旨を区長に報

告するものとする。ただし、都市計画の決定

又は変更を要するものにあっては、事前申出

書への記載を要しない。 

 一 中央区花と緑のまちづくり推進要綱（平

成１４年１月４日１３中土公第７８号） 

 二 中央区集合住宅における資源保管場所等

の設置指導要綱（平成１０年３月３１日９

中環環第３７４号） 

 三 中央区有料老人ホーム等設置指導要綱

（平成１５年５月２０日１５中福介第１０

３号） 

 四 中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要

綱（平成１５年９月４日１５中都都第１６

１号） 

 五 中央区東京駅前地区附置義務駐車施設整

備要綱（平成３０年７月２日３０中都地第

３０２号） 

２ 開発事業者は、第５条第４項又は第６項の

規定による合意書の作成前に次に掲げる条例

又は要綱の規定に基づき、当該条例又は要綱

の所管部署と協議を開始するものとする。 

 一 中央区旅館業法施行条例（平成２４年３
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月中央区条例第１６号） 

 二 中央区首都高速道路地下化等都市基盤整

備事業協力金要綱（令和３年４月１日２中

都地第３９４号） 

３ 開発事業者は、第１項各号又は前項各号に

掲げる条例又は要綱の規定に基づく協議のほ

か、開発事業を行うに当たり、関係法令等の

規定に基づき、必要な協議調整を行わなけれ

ばならない。 

（工作物の制限） 

第１４条 開発事業者は、都市計画法第２０条第

１項の規定により告示された東京都市計画地区

計画のうち、地区整備計画が定められた区域に

あっては、地区整備計画に定められた工作物に

関する事項に適合するよう努めなければならな

い。 

（住宅の供給） 

第１５条 開発事業者は、開発建築物に１０戸

以上の住宅の供給を行う場合は、制限条例の

規定を満たす住宅を供給するものとし、当該

規定を満たすよう維持しなければならない。 

２ 開発事業者は、制限条例の適用区域外にお

いても、前項の規定に準ずるよう努めるもの

とする。 

（開発建築物全体における計画上の配慮） 

第１６条 開発事業者は、開発建築物の計画に

当たり、次に掲げる事項に留意するものとす

る。 

 一 開発建築物の外観と周辺環境との調和を

図ること。 

 二 原則として３平方メートル以上の廃棄物

の保管場所又は保管施設を確保すること。 

 三 開発建築物の維持管理のため、管理室等

を設置すること。 

 四 住宅、共同住宅、寄宿舎等（以下「住宅

等」という。）にあっては、開発建築物に居

住する者の自転車を当該開発建築物の敷地内

月中央区条例第１６号） 

 二 中央区首都高速道路地下化等都市基盤整

備事業協力金要綱（令和３年４月１日２中

都地第３９４号） 

３ 開発事業者は、第１項各号又は前項各号に

掲げる条例又は要綱の規定に基づく協議のほ

か、開発事業を行うに当たり、関係法令等の

規定に基づき、必要な協議調整を行わなけれ

ばならない。 

（工作物の制限） 

第１４条 開発事業者は、都市計画法第２０条第

１項の規定により告示された東京都市計画地区

計画のうち、地区整備計画が定められた区域に

あっては、地区整備計画に定められた工作物に

関する事項に適合するよう努めなければならな

い。 

（住宅の供給） 

第１５条 開発事業者は、開発建築物に１０戸

以上の住宅の供給を行う場合は、制限条例の

規定を満たす住宅を供給するものとし、当該

規定を満たすよう維持しなければならない。 

２ 開発事業者は、制限条例の適用区域外にお

いても、前項の規定に準ずるよう努めるもの

とする。 

（開発建築物全体における計画上の配慮） 

第１６条 開発事業者は、開発建築物の計画に

当たり、次に掲げる事項に留意するものとす

る。 

 一 開発建築物の外観と周辺環境との調和を

図ること。 

 二 原則として３平方メートル以上の廃棄物

の保管場所又は保管施設を確保すること。 

 三 開発建築物の維持管理のため、管理室等

を設置すること。 

 四 住宅、共同住宅、寄宿舎等（以下「住宅

等」という。）にあっては、開発建築物に居

住する者の自転車を当該開発建築物の敷地内
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に駐車させるため、自転車を円滑に駐車でき

る場所に当該駐車に必要と認められる台数分

の自転車駐車場を確保すること。この場合に

おいて、当該自転車駐車場の一部は、自動二

輪車及び原動機付自転車のための駐車ができ

るよう努めること。 

 五 住宅等以外の用途にあっては、当該用途

に応じて区長が必要と認める台数分の自転

車駐車場を確保すること。 

２ 開発事業者は、前項第４号に規定する必要台

数を、世帯用住宅の戸数に１．４を乗じて得た

数に、世帯用住宅以外の戸数に１を乗じて得た

数を加えた数以上とすることを基本に、当該開

発建築物の形状及び居住形態並びに当該開発建

築物の敷地の形状、自転車駐車場の設置場所等

を総合的に勘案して算定するものとする。 

３ 前項の場合において、住宅等の戸数に１を乗

じて得た数を超える部分の自転車駐車場を居

住者等が共同で利用する自転車（以下「共用自

転車」という。）専用の自転車駐車場とすると

きは、共用自転車１台につき５台分の自転車駐

車場を確保したものとみなして必要台数を算

定することができる。 

４ 開発事業者は、開発事業の計画と実施にお

いて、文化財の保護に努めなければならない。 

５ 開発事業者は、前面道路から開発建築物の

主要な出入口への動線上等の第三者が容易に

確認できる場所に管理体制を明記した別記第

６号様式による管理責任者表示板（以下「表

示板」という。）を設置するものとする。 

６ 開発事業者は、管理責任者氏名等の表示内

容に変更が生じた場合は、表示板を速やかに

修正するとともに、引き続き表示板の保全に

努めるものとする。 

（共同住宅における計画上の遵守事項等） 

第１６条の２ 開発事業者は、共同住宅（地階

を除く階数が３以上の建築物で、その他の用

に駐車させるため、自転車を円滑に駐車でき

る場所に当該駐車に必要と認められる台数分

の自転車駐車場を確保すること。この場合に

おいて、当該自転車駐車場の一部は、自動二

輪車及び原動機付自転車のための駐車ができ

るよう努めること。 

 五 住宅等以外の用途にあっては、当該用途

に応じて区長が必要と認める台数分の自転

車駐車場を確保すること。 

２ 開発事業者は、前項第４号に規定する必要台

数を、世帯用住宅の戸数に１．４を乗じて得た

数に、世帯用住宅以外の戸数に１を乗じて得た

数を加えた数以上とすることを基本に、当該開

発建築物の形状及び居住形態並びに当該開発建

築物の敷地の形状、自転車駐車場の設置場所等

を総合的に勘案して算定するものとする。 

３ 前項の場合において、住宅等の戸数に１を乗

じて得た数を超える部分の自転車駐車場を居

住者等が共同で利用する自転車（以下「共用自

転車」という。）専用の自転車駐車場とすると

きは、共用自転車１台につき５台分の自転車駐

車場を確保したものとみなして必要台数を算

定することができる。 

４ 開発事業者は、開発事業の計画と実施にお

いて、文化財の保護に努めなければならない。 

５ 開発事業者は、前面道路から開発建築物の

主要な出入口への動線上等の第三者が容易に

確認できる場所に管理体制を明記した別記第

６号様式による管理責任者表示板（以下「表

示板」という。）を設置するものとする。 

６ 開発事業者は、管理責任者氏名等の表示内

容に変更が生じた場合は、表示板を速やかに

修正するとともに、引き続き表示板の保全に

努めるものとする。 

（共同住宅における計画上の遵守事項等） 

第１６条の２ 開発事業者は、共同住宅（地階

を除く階数が３以上の建築物で、その他の用
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途を併用する場合を含む。以下この項におい

て同じ。）を計画するに当たり、建築後の共

同住宅を適正に管理するため、次に掲げる事

項を遵守するものとする。 

 一 前条第１項第２号から第４号まで、同条

第２項及び第３項に規定する施設等及び表

示板を設置すること。この場合において、

前条第１項第３号の管理室等は、管理人室

とすること。 

 二 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、

それぞれイからニまでに定めるところによ

り、管理人を巡回させ、駐在させ、又は常

駐させること。ただし、管理人の不在時に

直ちに人員を派遣することができる等不測

の事態に対応できる体制を備え、管理人に

よる管理の方法と同等の管理を行うことが

できると区長が認める場合は、イからハま

でに定めるところによらないことができ

る。 

  イ 住戸数  が２５戸未満の場合 週３

日以上日中２時間程度駐在させ、その他

必要に応じて巡回させること。 

  ロ 住戸数  が２５戸以上５０戸未満の

場合 週３日以上日中４時間程度駐在さ

せること。 

  ハ 住戸数  が５０戸以上１００戸未満

の場合 週５日以上日中６時間以上駐在

させること。 

  ニ 住戸数  が１００戸以上の場合 常

駐させること。ただし、管理人による管

理の方法と同等の管理を行うことができ

ると区長が認める措置をとった場合に

は、週５日以上日中８時間以上駐在させ

ること。 

 三 主要な出入口を見通すことができる場所

に管理人室を設置し、室名を明記すること。 

 四 第２号の管理人による勤務形態等に沿

途を併用する場合を含む。以下この項におい

て同じ。）を計画するに当たり、建築後の共

同住宅を適正に管理するため、次に掲げる事

項を遵守するものとする。 

 一 前条第１項第２号から第４号まで、同条

第２項及び第３項に規定する施設等及び表

示板を設置すること。この場合において、

前条第１項第３号の管理室等は、管理人室

とすること。 

 二 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、

それぞれイからニまでに定めるところによ

り、管理人を巡回させ、駐在させ、又は常

駐させること。 

 

 

 

 

 

 

  イ 住宅の戸数が２５戸未満の場合 週３

日以上日中２時間程度駐在させ、その他

必要に応じて巡回させること。 

  ロ 住宅の戸数が２５戸以上５０戸未満の

場合 週３日以上日中４時間程度駐在さ

せること。 

  ハ 住宅の戸数が５０戸以上１００戸未満

の場合 週５日以上日中６時間以上駐在

させること。 

  ニ 住宅の戸数が１００戸以上の場合 常

駐させること。ただし、管理人による管

理の方法と同等の管理を行うことができ

ると区長が認める措置をとった場合に

は、週５日以上日中８時間以上駐在させ

ること。 

 三 主要な出入口を見通すことができる場所

に管理人室を設置し、室名を明記すること。 

 四 第２号の管理人による勤務形態等に沿
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い、受付窓、トイレ等の設備を設置された

管理人室とすること。 

２ 前項に規定する共同住宅以外の共同住宅に

ついては、同項の規定に準じ同項各号の事項

を遵守するよう努めるものとする。 

３ 開発事業者は、共同住宅を計画するに当た

り、居住者間のコミュニティ形成を推進する

ため、コミュニティスペース等（談話コーナ

ー、掲示板その他これらに類するものを含

む。）の確保に配慮するものとする。 

（ホテル等における計画上の遵守事項） 

第１６条の３ 開発事業者は、ホテル等を運営

するに当たり、近隣住民に不安を生じさせな

いよう説明会等の方法により、開発事業の計

画内容、運営方法等について近隣住民に説明

するものとし、別記第７号様式によるホテル

計画説明会等報告書を当該説明の後速やかに

区長へ提出するものとする。 

２ 開発事業者は、事業区域に定められた地区

計画又は高度利用地区に基づくホテル関連施

設を設けることによる容積率の緩和を受ける

場合は、ホテル関連施設を宿泊者以外の者が

日常的に利用できるよう努めるものとする。 

３ 開発事業者は、事業区域に定められた地区

計画又は高度利用地区に基づくより公共性の

高いホテル関連施設を設けることによる容積

率の緩和を受ける場合は、より公共性の高い

ホテル関連施設を宿泊者以外の者が日常的に

利用できるよう開放するものとする。 

（環境対策への配慮） 

第１７条 開発事業者は、開発建築物の環境対

策を講ずるものとし、環境計画について事前

申出書及び合意書に記載し、区長に届け出るも

のとする。 

２ 開発事業者は、前項の対策においては、エ

ネルギ－の使用の合理化及び非化石エネルギ

ーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律

い、受付窓、トイレ等の設備を設置された

管理人室とすること。 

２ 前項に規定する共同住宅以外の共同住宅に

ついては、同項の規定に準じ同項各号の事項

を遵守するよう努めるものとする。 

３ 開発事業者は、共同住宅を計画するに当た

り、居住者間のコミュニティ形成を推進する

ため、コミュニティスペース等       

                     

   の確保に配慮するものとする。 

（ホテル等における計画上の遵守事項） 

第１６条の３ 開発事業者は、ホテル等を運営

するに当たり、近隣住民に不安を生じさせな

いよう説明会等の方法により、開発事業の計

画内容、運営方法等について近隣住民に説明

するものとし、別記第７号様式によるホテル

計画説明会等報告書を当該説明の後速やかに

区長へ提出するものとする。 

２ 開発事業者は、事業区域に定められた地区

計画又は高度利用地区に基づくホテル関連施

設を設けることによる容積率の緩和を受ける

場合は、ホテル関連施設を宿泊者以外の者が

日常的に利用できるよう努めるものとする。 

３ 開発事業者は、事業区域に定められた地区

計画又は高度利用地区に基づくより公共性の

高いホテル関連施設を設けることによる容積

率の緩和を受ける場合は、より公共性の高い

ホテル関連施設を宿泊者以外の者が日常的に

利用できるよう開放するものとする。 

（環境対策への配慮） 

第１７条 開発事業者は、開発建築物の環境対

策を講ずるものとし、環境計画について事前

申出書及び合意書に記載し、区長に届け出るも

のとする。 

２ 開発事業者は、前項の対策においては、エ

ネルギ－の使用の合理化及び非化石エネルギ

ーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律
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第４９号）、都民の健康と安全を確保する環

境に関する条例（平成１２年東京都条例第２

１５号）等の規定を踏まえて、次に掲げる事

項に留意するものとする。 

 一 高効率空調機、高性能断熱材の採用等の

ＺＥＢ（快適な室内環境を実現しながら、

建物で消費する年間の一次エネルギーの収

支をゼロにすることを目指した建物をい

う。以下同じ。）・ＺＥＨ（エネルギー収

支をゼロ以下にすることを目指した住宅を

いう。以下同じ。）の実現に資する技術の

導入に関すること。 

 

 

 二 低騒音型・低振動型建設機械の使用等の環

境に配慮した建設工法の選定及び建設機材

の使用に関すること。 

 三 雨水の活用、節水型設備の使用等の水資源

の保全に関すること。 

 四 屋上緑化等のヒートアイランド現象の緩

和に関すること。 

 五 前各号に掲げるもののほか、環境対策に関

すること。 

（省エネルギー対策の報告等） 

第１７条の２ 開発事業者は、開発建築物の工事

完了後速やかに、前条第２項第１号に規定する

環境対策の実施状況及び成果について、別記第

７号の２様式による省エネルギー対策等報告

書（以下「省エネルギー対策等報告書」という。）

により区長に提出するものとする。 

２ 開発事業者は、省エネルギー対策等報告書の

提出後においても、開発建築物の省エネルギー

対策の効果を維持するため、開発建築物の利用

者に対して、導入する設備の適切な運用及び維

持管理を行うよう指導するものとする。 

（防災対策への配慮） 

第１８条 開発事業者は、開発建築物の防災対

第４９号）、都民の健康と安全を確保する環

境に関する条例（平成１２年東京都条例第２

１５号）等の規定を踏まえて、次に掲げる事

項に留意するものとする。 

 一 省エネルギ－対応型設備の使用等の環境

に配慮した設備に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 二 屋根・外壁等の断熱材の使用等の建築物に

よる熱負荷の低減に関すること。 

 三 低騒音型・低振動型建設機械の使用等の環

境に配慮した建設工法の選定及び建設機材

の使用に関すること。 

 四 雨水の活用、節水型設備の使用等の水資源

の保全に関すること。 

 五 屋上緑化等のヒートアイランド現象の緩

和に関すること。 

 六 前各号に掲げるもののほか、環境対策に関

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（防災対策への配慮） 

第１８条 開発事業者は、開発建築物の防災対
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策を講ずるものとし、防災計画について事前

申出書及び合意書に記載し、区長に届け出るも

のとする。 

２ 開発事業者は、前項の防災対策において 、

居住者にあっては在宅避難できるよう、従業

員及び施設利用者にあっては発災直後から３

日間当該建物内に留まることができる    

よう、次に掲げる事項に留意するものとする。 

 一 住宅等の計画を行う開発事業にあっては  

                    

   、次のいずれかに該当する備蓄品の収

納及び搬出が容易な居住者用の防災備蓄倉

庫を設置すること。ただし、次のイからハま

でに規定する防災備蓄倉庫と同等以上の備

蓄品を収納した空間を有する計画の場合は、

この限りでない。 

  イ 住戸を有する階ごとに設置され、１住戸

につき０.１平方メートル以上として対象

となる計画戸数分の面積を有し、かつ、有

効に備蓄品を収納できる防災備蓄倉庫 

  ロ 建物階数が１０階以上の建築物で、か

つ、住戸数が２５戸以上の住宅等にあって

は、５層以内ごとに設置され、１住戸につ

き０．１平方メートル以上として対象とな

る計画戸数分の面積を有し、かつ、１か所

につき必要最低面積３平方メートル以上

で、空間高さ１．５ｍ以上の防災備蓄倉庫 

  ハ 建物階数が１０階未満又は住戸数が２

５戸未満の住宅等にあっては、１住戸につ

き０．１平方メートル以上として対象とな

る計画戸数分の面積を有する防災備蓄倉

庫 

 二 ホテル等の計画を行う開発事業にあって

は、次に掲げる事項に留意するものとする。 

  イ ホテル等の施設利用者、宿泊者及び従業

員用の防災備蓄倉庫を設置するとともに、

災害時における従業員の一斉帰宅抑制及

策を講ずるものとし、防災計画について事前

申出書及び合意書に記載し、区長に届け出るも

のとする。 

２ 開発事業者は、前項の防災対策においては、 

                    

             発災直後から３

日間  建物内で自立した生活が可能となる

よう、次に掲げる事項に留意するものとする。 

 一 建物階数が１０階以上の建築物で、住戸数

が２５戸以上の住宅の供給を行う場合にお

いては、次のいずれかに該当する備蓄品の収

納及び搬出が容易な居住者用の防災備蓄倉

庫を設置すること（    次のイ又はロ  

 に規定する防災備蓄倉庫と同等以上と認

められる機能   を有する計画は除く。） 

       。 

  イ 住戸を有する階ごとに設置され、１住戸

につき０.１平方メートル以上として対象

となる計画戸数分の面積を有し、かつ、有

効に備蓄品を収納できる防災備蓄倉庫 

  ロ                    

                    

  ５層以内ごとに設置され、１住戸につ

き０．１平方メートル以上として対象とな

る計画戸数分の面積を有し、かつ、１か所

につき必要最低面積３平方メートル以上

で、空間高さ１．５ｍ以上の防災備蓄倉庫 
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び施設利用者の保護を行うこと。 

  ロ 宿泊者に対して、チェックイン時等に災

害時の初動対応等の行動を周知するとと

もに、館内一斉放送等により災害情報を適

切に提供すること。この場合において、施

設に小型翻訳機を配備する等外国人宿泊

者に対して多言語対応による案内を行う

こと。 

  ハ 事業区域に定められた地区計画又は高

度利用地区に基づくホテル関連施設又は

より公共性の高いホテル関連施設を設け

ることによる容積率の緩和を受ける場合

は、ホテル関連施設等における災害時の帰

宅困難者の受入れ等の防災対策の取組を

行うこと。 

  ニ 開発事業者は、イからハまでの事項が遵

守されるよう運営開始前までにホテル運

営事業者に承継すること。 

 三 住宅等以外の用途又は複数の建物用途を

有する開発事業にあっては、開発建築物に従

業員及び施設利用者が発災から３日間当該

建物内に留まるための備蓄品を収納した防

災備蓄倉庫を設置すること。 

 四                受水槽

及び高架水槽（以下「水槽」という。）を設

ける場合には、水槽が地震等で容易に破損し

ない構造のものとするほか、配管の損傷によ

り上水が流出しないよう感震器連動型止水

弁を水槽に設置すること。 

 

 

 五 エレベーターは、耐震クラスをＡ以上と

し、防災備蓄品を収納した防災キャビネット

を設置すること。この場合において、エレベ

ーターが有する管制運転等の機能について

は、リスタート運転機能を具備する等できる

限り防災対策に寄与するものとなるよう努

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二 建物階数が１０階以上の建築物で、受水槽

及び高架水槽（以下「水槽」という。）を設

ける場合には、水槽が地震等で容易に破損し

ない構造のものとするほか、配管の損傷によ

り上水が流出しないよう感震器連動型止水

弁を水槽に設置すること。ただし、住宅の供

給戸数が２５戸未満の場合は、この限りでな

い。 

 三 エレベーターは、耐震クラスをＡ以上とす

る                   

     こと。この場合において、エレベ

ーターが有する管制運転等の機能について

は、               できる

限り高水準の仕様     となるよう努
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めること。 

 六 事業区域内に、常時貯水量４０立方メー

トル以上の防火水槽を設置するよう努める

こと。 

 七 前号の防火水槽を設置するに当たり、当該

防火水槽を設置する地域を所轄する消防署と

協議すること。 

 八 前各号に掲げるもののほか、防災対策に関

すること。 

 

 

３ 開発事業者は、              

     緊急情報等を開発建築物の建物内

に一斉放送できる放送設備を設置するよう努

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大規模開発事業における防災対策の計画上

の配慮） 

第１９条 大規模開発事業を行う開発事業者

は、開発建築物の防災対策を講ずるものとす

る。 

２ 開発事業者は、前項の防災対策においては、

次に掲げる事項に留意するものとする。 

 一 事業区域内に地域貢献施設として５０平

方メートル以上の地域防災備蓄倉庫を設置

すること。 

 二 事業区域内に災害時対応トイレとして、

災害用仮設トイレが設置可能なマンホール

めること。 

 四 事業区域内に、常時貯水量４０立方メー

トル以上の防火水槽を設置するよう努める

こと。 

 五 前号の防火水槽を設置するに当たり、当該

防火水槽を設置する地域を所轄する消防署と

協議すること。 

 六 第１号及び第２号に掲げる建築計画以外

の計画については、防災に対する施設計画上

の配慮・工夫を第１号及び第２号の規定に準

じて整備するよう努めること。 

３ 開発事業者は、中央区緊急告知ラジオを活用

し、区からの緊急情報等を開発建築物の建物内

に一斉放送できる放送設備を設置するよう努

めるものとする。 

４ 開発事業者は、事業区域に定められた地区

計画又は高度利用地区に基づくホテル関連施

設又はより公共性の高いホテル関連施設を設

けることによる容積率の緩和を受ける場合は、

次に掲げる事項について留意するものとする。 

 一 ホテル等の施設利用者、宿泊者及び従業員

用の防災備蓄倉庫を設置すること。 

 二 ホテル関連施設等における災害時の帰宅

困難者の受入れ等の防災上の取組を行うこ

と。 

（大規模開発事業における防災対策の計画上

の配慮） 

第１９条 大規模開発事業を行う開発事業者

は、開発建築物の防災対策を講ずるものとす

る。 

２ 開発事業者は、前項の防災対策においては、

次に掲げる事項に留意するものとする。 

 一 事業区域内に地域貢献施設として５０平

方メートル以上の地域防災備蓄倉庫を設置

すること。 

 二 事業区域内の汚水排水設備の外部マンホ

ールの一部について災害用仮設トイレが設
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又は非常用発電機の活用等により停電時に

おいても使用可能な屋内トイレを整備する

とともに、災害時対応トイレの使用に必要

な物資を備蓄すること。 

 三 前号の災害時対応トイレの排水用とし

て、１５０立方メートル以上の雨水貯留槽

を設置すること。 

 四 前号の雨水貯留槽は、節水対策として、

水を循環できるものとすること。 

 五 事業区域内に常時貯水量４０立方メート

ル以上の防火水槽を設置すること。 

 六 前号の防火水槽を設置するに当たり、当該

防火水槽を設置する地域を所轄する消防署と

協議すること。 

 七 開発事業に計画される広場又は屋内空間

を地域住民及び帰宅困難者のための避難の

用に供する広場、一時待機場所又は一時滞

在施設（以下「避難場所」という。）とし

て災害時に活用できるよう整備すること。 

（防災備蓄倉庫等の届出等 ） 

第２０条 第１８条第２項第１号に規定する防

災備蓄倉庫（同項第２号及び第３号     

 の規定により設置された防災備蓄倉庫を含

む。以下同じ。）を設置した開発事業者は、

飲料水、保存食糧、簡易トイレ等を備蓄した

上で、別記第８号様式による（防災備蓄倉庫・

地域防災備蓄倉庫・避難場所）設置届（以下

「設置届」という。）により区長に届け出る

ものとする。 

２ 前項に規定する防災備蓄倉庫に備蓄された物

資は、当該建物の管理組合等が自主的に維持管

理するものとする。 

３ 第１８条第２項第２号の規定に基づく帰宅困

難者の受入れを行うホテル関連施設等又は避難

場所を整備した開発事業者は、設置届により区

長に届け出るものとする。 

４ 前条第２項第１号に規定する地域防災備蓄

置可能なマンホールを設置すること。 

 

 

 

 三 前号の災害用仮設トイレの排水用とし

て、１５０立方メートル以上の雨水貯留槽

を設置すること。 

 四 前号の雨水貯留槽は、節水対策として、

水を循環できるものとすること。 

 五 事業区域内に常時貯水量４０立方メート

ル以上の防火水槽を設置すること。 

 六 前号の防火水槽を設置するに当たり、当該

防火水槽を設置する地域を所轄する消防署と

協議すること。 

 七 開発事業に計画される広場又は屋内空間

を地域住民及び帰宅困難者のための避難の

用に供する広場、一時待機場所又は一時滞

在施設（以下「避難場所」という。）とし

て災害時に活用できるよう整備すること。 

（防災備蓄倉庫等の維持管理） 

第２０条 第１８条第２項第１号に規定する防

災備蓄倉庫（同項第６号及び同条第４項第１

号の規定により整備された防災備蓄倉庫を含

む。以下同じ。）を設置した開発事業者は、

飲料水、保存食糧、簡易トイレ等を備蓄した

上で、別記第８号様式による（防災備蓄倉庫・

地域防災備蓄倉庫・避難場所）設置届（以下

「設置届」という。）により区長に届け出る

ものとする。 

２ 前項に規定する防災備蓄倉庫に備蓄された物

資は、当該建物の管理組合等が自主的に維持管

理するものとする。 

３ 第１８条第４項第２号の規定に基づく帰宅困

難者の受入れを行うホテル関連施設等又は避難

場所を整備した開発事業者は、設置届により区

長に届け出るものとする。 

４ 前条第２項第１号に規定する地域防災備蓄
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倉庫（第１８条第２項第８号の規定により設

置された地域防災備蓄倉庫を含む。）を設置

した開発事業者は、運用について区と協議の

上、設置届により区長に届け出るものとする。 

（協定家賃住宅の供給） 

第２１条 大規模開発事業を行う開発事業者

は、当該大規模開発事業に係る開発建築物に

住宅を設置する場合は、賃貸住宅として供給

するよう努めるものとする。 

２ 大規模開発事業を行う開発事業者は、前項

の規定により供給する賃貸住宅の一部につい

て、当該住宅の供給及び家賃設定に関し、区

長と協議するものとする。 

３ 前項の家賃設定は、都市機構、東京都住宅

供給公社等の家賃決定方法に準拠するととも

に、償却費、維持管理費等を家賃の主要な算

出基礎として行うものとする。 

４ 大規模開発事業を行う開発事業者は、第５

条第２項の申出の日において、当該事業区域内

に居住する借家人（以下「従前借家人」という。）

がある場合は、第２項の規定による協議に際

し、従前借家人の意向を尊重し、供給戸数、

規模及び家賃設定その他供給条件について特

別の配慮をするものとする。 

５ 区長は、特に必要があると認めるときは大

規模開発事業以外の開発事業を行う開発事業

者に対し、前各項に規定する措置をとるよう

求めることができる。 

６ 都市機構及び東京都住宅供給公社が賃貸住

宅として供給することを目的として設置する

住宅は、第２項又は前項の規定による協議が

整った賃貸住宅（以下「協定家賃住宅」とい

う。）とみなす。 

（協定家賃住宅の供給等に係る協定の締結） 

第２２条 区長及び開発事業者は、協定家賃住

宅について別記第９号様式による協定家賃住

宅の供給等に関する協定書により協定家賃住

倉庫                   

                 を設置

した開発事業者は、運用について区と協議後 

 、設置届により区長に届け出るものとする。 

（協定家賃住宅の供給） 

第２１条 大規模開発事業を行う開発事業者

は、当該大規模開発事業に係る開発建築物に

住宅を設置する場合は、賃貸住宅として供給

するよう努めるものとする。 

２ 大規模開発事業を行う開発事業者は、前項

の規定により供給する賃貸住宅の一部につい

て、当該住宅の供給及び家賃設定に関し、区

長と協議するものとする。 

３ 前項の家賃設定は、都市機構、東京都住宅

供給公社等の家賃決定方法に準拠するととも

に、償却費、維持管理費等を家賃の主要な算

出基礎として行うものとする。 

４ 大規模開発事業を行う開発事業者は、第５

条第２項の申出の日において、当該事業区域内

に居住する借家人（以下「従前借家人」という。）

がある場合は、第２項の規定による協議に際

し、従前借家人の意向を尊重し、供給戸数、

規模及び家賃設定その他供給条件について特

別の配慮をするものとする。 

５ 区長は、特に必要があると認めるときは大

規模開発事業以外の開発事業を行う開発事業

者に対し、前各項に規定する措置をとるよう

求めることができる。 

６ 都市機構及び東京都住宅供給公社が賃貸住

宅として供給することを目的として設置する

住宅は、第２項又は前項の規定による協議が

整った賃貸住宅（以下「協定家賃住宅」とい

う。）とみなす。 

（協定家賃住宅の供給等に係る協定の締結） 

第２２条 区長及び開発事業者は、協定家賃住

宅について別記第９号様式による協定家賃住

宅の供給等に関する協定書により協定家賃住
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宅の供給等に係る協定を締結するものとす

る。ただし、都市機構及び東京都住宅供給公

社にあっては、この限りでない。 

２ 開発事業者は、前項に規定する協定の締結

後において、開発建築物に設置された協定家

賃住宅に係る権利の全部又は一部を移転する

場合にあっては、新たな権利者に協定事項を

承継させるものとする。 

３ 区長は、前項の規定による協定事項の承継

がなされていない場合は、新たな権利者に対

し第１項に規定する協定の締結を求めること

ができる。 

（開発協力金の負担） 

第２３条 区長は、開発事業（世帯用住宅の戸

数（当該事業区域内における従前居住者が居

住する世帯用住宅の戸数を除く。）が１０戸

以上の共同住宅の建築等を計画する開発事業

に限る。）を行う開発事業者に対し、別に定

めるところにより実施する次に掲げる事業の

ための資金（以下「開発協力金」という。）

として、１００万円に世帯用住宅の戸数から

９を減じた数を乗じて得た額の負担を求める

ことができる。ただし、急激な社会情勢の変

化による工事費の高騰等により、本文に規定

する額の開発協力金の負担が困難であると認

められる場合は、開発事業者と協議の上、開

発協力金の額を定めることができる。 

 一 まちづくり支援事業（次に掲げる事業を

いう。） 

  イ 地域のまちづくりに貢献する区民の自

主的な地域活動及び地域環境整備活動に

対する援助に係る事業 

  ロ 従前借家人に対する居住継続援助に係

る事業 

  ハ 都市再開発法第１章の２の規定に基づ

く市街地開発事業の実施に伴い、区長が特

に必要と認める特定地域環境整備活動等

宅の供給等に係る協定を締結するものとす

る。ただし、都市機構及び東京都住宅供給公

社にあっては、この限りでない。 

２ 開発事業者は、前項に規定する協定の締結

後において、開発建築物に設置された協定家

賃住宅に係る権利の全部又は一部を移転する

場合にあっては、新たな権利者に協定事項を

承継させるものとする。 

３ 区長は、前項の規定による協定事項の承継

がなされていない場合は、新たな権利者に対

し第１項に規定する協定の締結を求めること

ができる。 

（開発協力金の負担） 

第２３条 区長は、開発事業（世帯用住宅の戸

数（当該事業区域内における従前居住者が居

住する世帯用住宅の戸数を除く。）が１０戸

以上の共同住宅の建築等を計画する開発事業

に限る。）を行う開発事業者に対し、別に定

めるところにより実施する次に掲げる事業の

ための資金（以下「開発協力金」という。）

として、１００万円に世帯用住宅の戸数から

９を減じた数を乗じて得た額の負担を求める

ことができる。ただし、急激な社会情勢の変

化による工事費の高騰等により、本文に規定

する額の開発協力金の負担が困難であると認

められる場合は、開発事業者と協議の上、開

発協力金の額を定めることができる。 

 一 まちづくり支援事業（次に掲げる事業を

いう。） 

  イ 地域のまちづくりに貢献する区民の自

主的な地域活動及び地域環境整備活動に

対する援助に係る事業 

  ロ 従前借家人に対する居住継続援助に係

る事業 

  ハ 都市再開発法第１章の２の規定に基づ

く市街地開発事業の実施に伴い、区長が特

に必要と認める特定地域環境整備活動等
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に対する援助に係る事業 

 二 区民の健康増進及び福祉の向上に寄与

し、かつ、区が実施する公共公益施設等の

整備に係る事業 

 三 文化振興活動に係る事業 

 四 地球温暖化防止等の環境保全活動に係る

事業 

 五 教育施設の整備に係る事業 

 六 防災対策に係る事業 

 七 密集街区の環境改善に係る事業 

 八 前各号に掲げるもののほか、まちづくり

に寄与する安全対策その他の区長が特に必

要と認める事業 

２ 区長は、大規模開発事業を行う開発事業者

及び大規模開発事業において転出する大規模

権利者に対し、開発協力金の負担を求めるこ

とができる。 

３ 区長は、特に必要があると認めるときは、

大規模開発事業以外の開発事業を行う開発事

業者に対し、開発協力金の負担を求めること

ができる。 

４ 前２項の開発協力金の額は、区長が第２項

に規定する開発事業者若しくは大規模権利者

又は前項に規定する開発事業者と協議の上、

定めるものとする。 

５ 開発事業者及び大規模権利者は、別記第１

０号様式による協定書に基づき、原則として

当該開発事業の工事完了時までに、区に対し

開発協力金を納付するものとする。 

６ 区長は、開発協力金の納付を受けたときは、

経理を明確にし、開発協力金の使用目的に沿

って適正に管理執行するものとする。 

７ 区長は、公共的団体及び都市再開発法第１

章の２の規定に基づく市街地開発事業を行う

施行者が行う開発事業のうち、開発協力金の

負担を求めることが著しく困難と認める場合

は、第１項から第３項までの規定にかかわら

に対する援助に係る事業 

 二 区民の健康増進及び福祉の向上に寄与

し、かつ、区が実施する公共公益施設等の

整備に係る事業 

 三 文化振興活動に係る事業 

 四 地球温暖化防止等の環境保全活動に係る

事業 

 五 教育施設の整備に係る事業 

 六 防災対策に係る事業 

 

 七 前各号に掲げるもののほか、まちづくり

に寄与する安全対策その他の区長が特に必

要と認める事業 

２ 区長は、大規模開発事業を行う開発事業者

及び大規模開発事業において転出する大規模

権利者に対し、開発協力金の負担を求めるこ

とができる。 

３ 区長は、特に必要があると認めるときは、

大規模開発事業以外の開発事業を行う開発事

業者に対し、開発協力金の負担を求めること

ができる。 

４ 前２項の開発協力金の額は、区長が第２項

に規定する開発事業者若しくは大規模権利者

又は前項に規定する開発事業者と協議の上、

定めるものとする。 

５ 開発事業者及び大規模権利者は、別記第１

０号様式による協定書に基づき、原則として

当該開発事業の工事完了時までに、区に対し

開発協力金を納付するものとする。 

６ 区長は、開発協力金の納付を受けたときは、

経理を明確にし、開発協力金の使用目的に沿

って適正に管理執行するものとする。 

７ 区長は、公共的団体及び都市再開発法第１

章の２の規定に基づく市街地開発事業を行う

施行者が行う開発事業のうち、開発協力金の

負担を求めることが著しく困難と認める場合

は、第１項から第３項までの規定にかかわら
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ず、開発事業者と協議の上、開発協力金の額

を定めるものとする。 

（開発事業者の特例） 

第２４条 区長は、開発事業が特に大規模であ

る場合かつ行政上必要があると認める場合

は、開発事業者に対して、この要綱に定める

もののほか必要な公共施設の設置又は負担等

について協力を求めることができる。 

２ 区長は、前項の公共施設の設置又は負担等

の協力を求めるに際しては、前条に規定する

負担及び他の開発事業者の負担との均衡に配

慮するものとする。 

（入居者への周知及び支援等） 

第２５条 開発事業者は、開発建築物に計画さ

れた住宅を分譲し、又は賃貸する場合におい

ては、その入居者に対し次に掲げる事項を重

要事項説明書、ちらし、パンフレットその他

の書面により周知するものとする。 

 一 原則として住民登録を行うこと。 

 二 管理組合等を設置し、住宅の適切な管理

に努めること。 

 三 町会に加入し、町会、連合町会及び地域

の防災組織等の活動に積極的に参加するこ

と。 

 四 近隣住民に迷惑を及ぼす次に掲げる事項

を禁止すること。 

  イ 騒音の発生 

  ロ ごみの投棄・散乱 

  ハ 違法な駐車・駐輪 

  ニ 危険物の持込み等 

 五 開発事業者が区域住民等との間で協定等

を締結している場合、当該協定等のうち入

居者に関係する事項を遵守すること。 

２ 開発事業者は、前項の入居者に対し入居前

に同項各号に掲げる内容についての説明会を

開催するものとする。この場合において、開

発事業者は、説明会開催予定日の２週間前ま

ず、開発事業者と協議の上、開発協力金の額

を定めるものとする。 

（開発事業者の特例） 

第２４条 区長は、開発事業が特に大規模であ

る場合かつ行政上必要があると認める場合

は、開発事業者に対して、この要綱に定める

もののほか必要な公共施設の設置又は負担等

について協力を求めることができる。 

２ 区長は、前項の公共施設の設置又は負担等

の協力を求めるに際しては、前条に規定する

負担及び他の開発事業者の負担との均衡に配

慮するものとする。 

（入居者への周知及び支援等） 

第２５条 開発事業者は、開発建築物に計画さ

れた住宅を分譲し、又は賃貸する場合におい

ては、その入居者に対し次に掲げる事項を重

要事項説明書、ちらし、パンフレットその他

の書面により周知するものとする。 

 一 原則として住民登録を行うこと。 

 二 管理組合等を設置し、住宅の適切な管理

に努めること。 

 三 町会に加入し、町会、連合町会及び地域

の防災組織等の活動に積極的に参加するこ

と。 

 四 近隣住民に迷惑を及ぼす次に掲げる事項

を禁止すること。 

  イ 騒音の発生 

  ロ ごみの投棄・散乱 

  ハ 違法な駐車・駐輪 

  ニ 危険物の持込み等 

 五 開発事業者が区域住民等との間で協定等

を締結している場合、当該協定等のうち入

居者に関係する事項を遵守すること。 

２ 開発事業者は、前項の入居者に対し入居前

に同項各号に掲げる内容についての説明会を

開催するものとする。この場合において、開

発事業者は、説明会開催予定日の２週間前ま
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でに別記第１１号様式による共同住宅入居者

説明会開催予定報告書により区長に提出する

ものとする。 

３ 開発事業者は、区の関係部署の職員が前項

の説明会に出席することを求めたときは、こ

れを拒んではならない。 

４ 開発事業者は、入居者が災害時に備えるた

めの地域の防災組織等を設立することに関

し、支援するものとする。 

５ 開発事業者は、開発建築物が分譲マンショ

ンの場合、入居者に対し、適切な維持管理に

努めるための管理組合等の設立を支援するも

のとする。 

６ 開発事業者は、第１項第２号及び前項の規

定により設立した管理組合の代表者に対し

て、東京におけるマンションの適正な管理の

促進に関する条例（平成３１年東京都条例第

３０号）第１５条第４項並びに東京における

マンションの適正な管理の促進に関する条例

施行規則（令和元年東京都規則第７４号）第

４条及び第５条の規定に基づき、管理状況に

関する事項を東京都知事に届け出るよう求め

るものとする。 

（報告の徴収） 

第２６条 区長は、合意書の合意事項の履行に

当たり必要と認める場合には、開発事業者に

対し、報告書により報告を求めることができ

る。 

（勧告） 

第２７条 開発事業者が、この要綱に定める事

項に違反したときは、区長は、この要綱の規

定を遵守するよう開発事業者に勧告するもの

とする。 

（細部施行） 

第２８条 この要綱を施行するために必要な事

項は、区長が別に定める。 

附 則 

でに別記第１１号様式による共同住宅入居者

説明会開催予定報告書により区長に提出する

ものとする。 

３ 開発事業者は、区の関係部署の職員が前項

の説明会に出席することを求めたときは、こ

れを拒んではならない。 

４ 開発事業者は、入居者が災害時に備えるた

めの地域の防災組織等を設立することに関

し、支援するものとする。 

５ 開発事業者は、開発建築物が分譲マンショ

ンの場合、入居者に対し、適切な維持管理に

努めるための管理組合等の設立を支援するも

のとする。 

６ 開発事業者は、第１項第２号及び前項の規

定により設立した管理組合の代表者に対し

て、東京におけるマンションの適正な管理の

促進に関する条例（平成３１年東京都条例第

３０号）第１５条第４項並びに東京における

マンションの適正な管理の促進に関する条例

施行規則（令和元年東京都規則第７４号）第

４条及び第５条の規定に基づき、管理状況に

関する事項を東京都知事に届け出るよう求め

るものとする。 

（報告の徴収） 

第２６条 区長は、合意書の合意事項の履行に

当たり必要と認める場合には、開発事業者に

対し、報告書により報告を求めることができ

る。 

（勧告） 

第２７条 開発事業者が、この要綱に定める事

項に違反したときは、区長は、この要綱の規

定を遵守するよう開発事業者に勧告するもの

とする。 

（細部施行） 

第２８条 この要綱を施行するために必要な事

項は、区長が別に定める。 
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１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。

ただし、第２３条第１項の改正規定は、令和７

年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の中央区市街地開発事

業指導要綱（以下「新要綱」という。）第５条第

９項の規定は、この要綱の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に開発建築物の工事が完了

する開発事業者に適用する。 

３ 新要綱第１７条から第１９条まで、別記第２

号様式及び別記第７号の２様式の規定は、施行

日以後に第５条第２項の申出を行う開発事業者

に適用する。 

４ この要綱の施行の際、この要綱による改正前

の中央区市街地開発事業指導要綱の規定により

作成した様式で、現に残存するものは、所要の

修正を加え、当分の間、なお、使用することが

できる。 

 


